
一
頁

○
総
務
省
令
第
七
十
一
号

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
放
送
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
十
九
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
六
条
第
五
号
中
「
別
表
第
五
号
（
注
）
九
」
を
「
別
表
第
五
号
（
注
）
十
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
を
「
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
」
に
改
め
、
「
場
合
」
の
下
に
「
、
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に

係
る
試
験
放
送
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
二
以
上
の
者
に
よ
り
一
の
周
波
数
を
一
定
時
間
ず
つ
使
用
す
る
と
き
」
を
加
え
、
同

項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

放
送
時
間
帯



二
頁

第
百
二
十
五
条
第
六
項
中
「
、
試
験
放
送
」
を
「
及
び
試
験
放
送
」
に
改
め
、
「
及
び
衛
星
試
験
放
送
（
同
号

の
衛
星
試

(4)

験
放
送
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。

別
表
第
五
号
の
第
五
号

中
イ
を
ウ
と
し
、
ア
を
イ
と
し
、
同
号

に
ア
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(4)

(4)

ア

超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

別
表
第
五
号
の
第
七
号
中

を
削
り
、

を

と
し
、
同
表
の
第
九
号

を
削
り
、
同
表
中
注
十
二
を
削
り
、
注
十
一
を
注

(6)

(7)

(6)

(4)

十
二
と
し
、
注
三
か
ら
注
十
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
注
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号

の
三
の
二
に
規
定
す
る
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。

別
表
第
六
の
二
号
注
４

中
「広

帯
域

伝
送

方
式

等

」
を
「広

帯
域

伝
送

方
式

」
に
、
「以

外
の

も
の

の
放

送

」
を
「以

外

(1)

の
も

の

」
に
改
め
、
同
注
４

中
「以

外
の

も
の

の
放

送
」
を
「以

外
の

も
の

」
に
改
め
、
同
注
４
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(2)

(
3
)

高
度

広
帯

域
伝

送
方

式
に

よ
る

衛
星

基
幹

放
送

の
業

務
の

場
合

は
次

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

、
。

（第
6
8
条

の
規

定
に

よ
り

一
の

申
請

書
に

よ
り

二
以

上
の

衛
星

基
幹

放
送

の
業

務
の

申
請

を
行

う
場

合
は

各
放

送
に

、

係
る

１
秒

に
お

け
る

伝
送

容
量

又
は

１
秒

に
お

け
る

基
準

伝
送

容
量

ご
と

の
合

計
を

記
載

す
る

こ
と

）

。



三
頁

（記
載

例

）

中
央

の
周

波
数

1
1
.
7
2
7
4
8
G
H
z

伝
送

方
式

高
度

広
帯

域
伝

送
方

式

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

（他
の

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

を
行

わ
な

い
場

合
に

使
用

す
る

場
合

は
そ

の
旨

明
記

）

。

シ
ン

ボ
ル

数
1
1
.
2
5
2
0
M
b
a
u
d

（補
完

放
送

（音
声

）を
含

む
※

）

。

ス
ロ

ッ
ト

数
4
0
ス

ロ
ッ

ト

変
調

方
式

1
6
Ａ

Ｐ
Ｓ

Ｋ

誤
り

訂
正

率
７

／
９

符
号

化
さ

れ
る

映
像

信
号

の
走

査
方

式
及

び
走

査
線

数
順

次
／

2
1
6
0
本

符
号

化
さ

れ
た

映
像

信
号

の
水

平
方

向
の

輝
度

信
号

の
画

素
数

3
8
4
0
画

素

符
号

化
さ

れ
た

映
像

信
号

の
フ

レ
ム

周
波

数
6
0
／

1
.
0
0
1
H
z

ー

符
号

化
さ

れ
た

映
像

信
号

の
一

フ
レ

ム
当

た
り

の
垂

直
方

向
の

輝
度

信
号

の
画

素
数

2
1
6
0
画

素
ー

※
補

完
放

送
で

あ
つ

て
超

短
波

放
送

の
主

音
声

又
は

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

の
映

像
に

伴
う

も
の

以
外

の
も

の
を

、



四
頁

行
う

場
合

は
当

該
補

完
放

送
に

係
る

１
秒

当
た

り
の

シ
ン

ボ
ル

数

（当
該

補
完

放
送

に
係

る
１

秒
当

た
り

の
シ

、

ン
ボ

ル
数

の
記

載
が

困
難

で
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

補
完

放
送

に
係

る
１

秒
当

た
り

の
シ

ン
ボ

ル
数

）を
明

記
、

す
る

こ
と

。

(
4
)

(
3
)
の

記
載

に
よ

る
ほ

か
超

高
精

細
度

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

の
試

験
放

送
を

行
う

場
合

で
あ

つ
て

申
請

者
と

申
、

、

請
者

以
外

の
者

に
よ

り
一

の
周

波
数

を
一

定
時

間
ず

つ
使

用
す

る
と

き
は

次
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
、

、
。

（記
載

例

）

放
送

時
間

帯
と

し
て

希
望

す
る

時
間

帯

（月

）

１
０

時
２

２
時

～

（火

）

１
０

時
２

２
時

～

（水

）

１
０

時
２

２
時

～

（木

）

１
０

時
２

２
時

～

（金

）

１
０

時
２

２
時

～

（土

）

１
０

時
２

２
時

～

（日

）

１
０

時
２

２
時

～



五
頁

た
だ

し
災

害
放

送
そ

の
他

番
組

編
成

上
の

や
む

を
得

な
い

理
由

に
よ

り
上

記
開

始
の

時
刻

又
は

、
、

終
了

の
時

刻
を

変
更

し
て

放
送

す
る

こ
と

が
あ

る
。

別
表
第
六
の
二
号
注
５

中
「エ

ま
で

」
を
「オ

ま
で

」
に
改
め
、
エ
を
オ
と
し
、
ウ
を
エ
と
し
、
同

イ
中
「場

合
で

あ

(4)

(4)

つ
て

」
を
「場

合
は

」
に
改
め
、
同
イ
を
同

ウ
と
し
、
同

ア
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(4)

(4)

イ
超

高
精

細
度

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

を
行

う
場

合
は

一
週

間
当

た
り

の
放

送
時

間
全

体
に

お
け

る
超

高
精

細
度

テ
、

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送

（当
該

超
高

精
細

度
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
の

水
平

方
向

及
び

垂
直

方
向

の
輝

度
信

号
の

画
素

数
と

同
等

以
上

の
水

平
方

向
及

び
垂

直
方

向
の

輝
度

信
号

の
画

素
数

を
有

す
る

超
高

精
細

度
カ

メ
ラ

等
に

よ
り

制
作

・
編

集
さ

れ
た

番
組

を
放

送
す

る
も

の
に

限
る

）に
係

る
放

送
時

間
の

占
め

る
割

合
。

別
表
第
七
の
一
号
注
２

中
「エ

ま
で

」
を
「オ

ま
で

」
に
改
め
る
。

(9)



 

六

頁 

別
表
第
七
の
二
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
２

 
衛

星
基

幹
放

送
に

係
る

事
業

計
画

書
 

 
 

事
 

業
 

計
 

画
 

書
 

 

長   辺

 
(
別

紙
)
 

 

□
⑴

 
経

営
形

態
及

び
資

本
又

は
出

資
の

額
 

 

□
⑵

 
事

業
開

始
ま

で
に

要
す

る
用

途
別

資
金

及
び

そ
の

調
達

方
法

 
 

□
⑶

 
主

た
る

出
資

者
及

び
議

決
権

の
数

 
 

□
⑷

 
３

分
の

１
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る

者
に

関
す

る
事

項
 

 

□
⑸

 
1
0
分

の
1
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る

他
の

地
上

基
幹

放
送

事
業

者
又

は
３

分
の

１
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る

他
の

衛
星

基
幹

放
送

事
業

者
若

し
く

は
他

の
移

動
受

信
用

地
上

基
幹

放
送

事
業

者

に
関

す
る

事
項

 

 

□
⑹

 
役

員
に

関
す

る
事

項
 

 



 

七

頁 

□
⑺

 
放

送
番

組
の

編
集

の
基

準
 

 

□
⑻

 
放

送
番

組
の

編
集

に
関

す
る

基
本

計
画

 
 

□
⑼

 
週

間
放

送
番

組
の

編
集

に
関

す
る

事
項

 
 

□
⑽

 
放

送
番

組
の

審
議

機
関

に
関

す
る

事
項

 
 

□
⑾

 
放

送
番

組
の

編
集

の
機

構
及

び
考

査
に

関
す

る
事

項
 

 

□
⑿

 
災

害
放

送
に

関
す

る
事

項
 

 

□
⒀

 
試

験
、

研
究

又
は

調
査

の
方

法
及

び
具

体
的

計
画

 
 

□
⒁

 
試

験
の

方
法

及
び

具
体

的
計

画
 

 

□
⒂

 
将

来
の

事
業

予
定

 
 

□
⒃

 
基

幹
放

送
の

業
務

を
行

う
事

業
と

併
せ

行
う

事
業

及
び

当
該

事
業

の
業

務
概

要
 

 

 
 

 
 

短
 

 
 

 
 

辺
 

 
 

 
(
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
に

よ
る

こ
と

。
)
 

 



 

八

頁 

別
表
第
七
の
二
号
注
１
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

区
 

 
別

 
提

出
す

る
別

紙
 

備
 

 
考

 

１
 

認
定

の
申

請
の

場
合

 

⑴
 

（
注

１
）

 
（

注
１

）
 

協
会

及
び

学
園

の
基

幹
放

送
の

業
務

の
場

合
は

、
経

営
形

態
に

つ
い

て
は

記
載

を
要

し
な

い
。

 

（
注

２
）

 
協

会
の

基
幹

放
送

の
業

務
の

場
合

は
、

提
出

を
要

し

な
い

。
 

（
注

３
）

 
学

園
の

基
幹

放
送

の
業

務
の

場
合

は
、

提
出

を
要

し

な
い

。
 

（
注

４
）

 
臨

時
目

的
放

送
を

専
ら

行
う

基
幹

放
送

の
業

務
の

場

合
は

、
提

出
を

要
し

な
い

。
 

（
注

５
）

 
法

第
８

条
に

規
定

す
る

経
済

市
況

、
自

然
事

象
及

び
 

⑵
 

（
注

２
）
（

注
３

）
 

⑶
 

（
注

２
）
（

注
３

）
 

⑷
 
（

注
２

）（
注

３
）（

注
４

）

⑸
 
（

注
２

）（
注

３
）（

注
４

）

⑹
 

（
注

２
）

 

⑺
 
（

注
３

）（
注

４
）（

注
５

）

⑻
 

（
注

４
）
（

注
５

）
 

⑼
 

 
⑽

 
（

注
３

）（
注

４
）（

注
５

）
ス

ポ
ー

ツ
に

関
す

る
時

事
に

関
す

る
事

項
そ

の
他

総
務



 

九

頁 

⑾
 

（
注

４
）
（

注
６

）
 

省
令

で
定

め
る

事
項

の
み

を
放

送
事

項
と

す
る

放
送

を

専
ら

行
う

基
幹

放
送

の
業

務
の

場
合

は
、

提
出

を
要

し

な
い

。
 

（
注

６
）

 
学

園
の

基
幹

放
送

の
業

務
の

場
合

は
、

考
査

に
関

す

る
事

項
に

つ
い

て
は

記
載

を
要

し
な

い
。

 

（
注

７
）

 
衛

星
基

幹
放

送
試

験
局

を
用

い
て

行
う

基
幹

放
送

の

業
務

に
限

る
。

 

（
注

８
）

 
基

幹
放

送
を

行
う

実
用

化
試

験
局

を
用

い
て

行
う

基

幹
放

送
の

業
務

に
限

る
。

 

（
注

９
）

 
当

該
変

更
に

よ
り

事
業

計
画

書
に

重
大

な
変

更
が

あ

る
と

き
に

限
る

。
 

⑿
 

（
注

３
）

 

⒀
 

（
注

７
）

 

⒁
 

（
注

８
）

 

⒂
 
（

注
２

）（
注

３
）（

注
４

）

⒃
 
（

注
２

）（
注

３
）（

注
４

）

２
 

認
定

の
変

更
の

申
請

の

場
合

 

⑴
 

（
注

１
）
（

注
９

）
 

⑵
 
（

注
２

）（
注

３
）（

注
９

）

⑶
 
（

注
２

）（
注

３
）（

注
９

）

⑷
 
（

注
２

）（
注

３
）（

注
４

）

（
注

９
）

 

 
⑸

 
（

注
２

）（
注

３
）（

注
４

）
 



 

一

〇

頁 

（
注

９
）

 

⑹
 

（
注

２
）
（

注
９

）
 

⑺
 
（

注
３

）（
注

４
）（

注
５

）

（
注

９
）

 

⑻
 
（

注
４

）（
注

５
）（

注
９

）

⑼
 

（
注

９
）

 

⑽
 
（

注
３

）（
注

４
）（

注
５

）

（
注

９
）

 

⑾
 

（
注

４
）
（

注
６

）
 

⑿
 

（
注

３
）

 

⒀
 

（
注

７
）

 

 
⒁

 
（

注
８

）
 

 



 

一

一

頁 

⒂
 
（

注
２

）（
注

３
）（

注
４

）

（
注

９
）

 

⒃
 
（

注
２

）（
注

３
）（

注
４

）

（
注

９
）

 

３
 

認
定

の
更

新
の

申
請

の

場
合

 

⑴
 

（
注

１
）

 

⑶
 

（
注

２
）
（

注
３

）
 

⑷
 

（
注

２
）
（

注
３

）
 

⑸
 

（
注

２
）
（

注
３

）
 

⑹
 

（
注

２
）

 

 

  



一
二
頁

別
表
第
七
の
二
号
注
２

中
「別

紙
(
1
4
)

」
を
「別

紙
(
1
6
)

」
に
改
め
る
。

(14)

別
表
第
六
十
一
号

ア
注
２
中
「二

以
上

の
基

幹
放

送
事

業
者

を
そ

の
子

会
社

」
を
「一

以
上

の
地

上
基

幹
放

送
事

業
者

を

(1)

そ
の

子
会

社
と

し
二

以
上

の
基

幹
放

送
事

業
者

を
そ

の
関

係
会

社

」
に
改
め
る
。

、

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


